
遺産分割協議書

平成１９年５月５被相続人 北畠 洋（最後の本籍 豊島区長崎一丁目１番地）の死亡に

よって開始した相続において、相続財産を共同相続人間で分割協議した結果、下記のとお

り意義なく承認したので、これを証するため本書を作成し、各自署名捺印する。

尚、他に相続人がいないことを相続人全員で確認した。

記

１、下記土地は、北畠 明家が相続する。

所在 豊島区長崎１丁目

地番 ４番

地目 宅地

地積 １２３．４５平方メートル

平成１９年１２月３日

相続人

豊島区長崎一丁目２０番５

北畠 ナツ 印

所沢市所沢四丁目７番７９号

北畠 明家 印



被相続人 北畠 洋 相続関係説明図

最後の本籍地 豊島区長崎一丁目１番地

最後の住所 豊島区豊島一丁目２０番５号

登記上の住所 豊島区豊島一丁目２０番５号

（被相続人）

北畠 洋

大正８年３月２日生

平成１９年５月５日死亡

本籍地 豊島区長崎一丁目１番地

住 所 所沢市所沢四丁目７番７９号

（相続）北畠 明家

昭和３０年８月１４日生

（遺産分割）

本籍地 豊島区長崎一丁目１番地

住所 豊島区豊島一丁目２０番５号

北畠 ナツ（妻）

大正１４年８月３０日生

相続関係証明書は還付した
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